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令和 5年度県立都市公園 多言語デジタルガイド制作業務公募型プロポーザル 

 

質問

番号 
箇所(頁) 質 問 回 答 

１ 

仕様書 

11 その他留意

事項 

「本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじ

め再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務

の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を県

に提出し、県の書面による承認を得た場合は、県が承認

した範囲の業務を第三者に再委託することができる。」

と記載があるが、看板制作は看板屋、ポスター印刷はネ

ットプリント、アプリのマップシステムは他社システ

ムを使用する場合、提出書類の応募者概要(様式第 2-1、

2-2)と企業グループ協定書兼委任状に記載しないとい

けないのか。 

業務の一部を委託や請け負わせる場合は、応募時

に書類は必要ありません。業務着手前に再委託の相

手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲等を

記載した再委託の必要性がわかる書面を提出して、

承認を受けて下さい。 

なお、提出書類の応募者概要(様式第 2-2 号)と企

業グループ協定書兼委任状については、共同企業体

（JV）を組んで業務を行う場合に必要な書類になり

ます。 

２ 

仕様書 

3の③ 

ある程度現状の公園には、魅力スポットが決まってい

ると思うが、魅力スポットを新規で探して提案すると

いうことでしょうか。 

既に周知されている魅力スポットに加え、新規で

の魅力スポットも提案ください。 

３ 

仕様書 

3の④ 

「初回読み取り後オフライン対応とする」について 

 オフラインでは GPS機能（現在地表示）や、 

 利用状況のデータ取得などができませんが、 

 ここでの「対応」は何を想定しているのでしょうか。 

初回読み取り後、キャッシュを削除せずにオフラ

インでも GPS 機能を備えたアプリや、QR コードをオ

ンライン上で読み込んだ際のデータ取得・分析を想

定しています。 

４ 
仕様書 

3の(3) 

屋外で使用する可能性はございますか？（雨ざらしな

どであれば仕様に影響） 

屋内に設置する予定です。 

５ 

仕様書 

7 セキュリティ

ー対策 

ドメインを新しく取得する場合は委託者で取得し保持

すればいいのか？ 

受注者で取得、保持してください。 

なお、必要性も含め、取得前にあらかじめ協議して

下さい。 
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６ 

仕様書 

10運用・管理業

務 

アプリ公開の希望日程はありますか？ アプリが完成し、履行確認ができ次第早急に公開

を希望します。 

７ 

募集要項 

5の(4) 

提出書類 

◯会社概要等応募者の概要を説明する書類（会社パン

フレット等） 

◯定款又は寄附行為（法人格を有していない場合は規

約等これに類する書類） 

◯会社・法人の登記事項証明書（原本又はコピー、発行

後３ヶ月内のもの） 

◯前年度（直近決算期）及び前々年度の決算書類（損益

計算書、貸借対照表）  

 

上記書類は全て必要となりますでしょうか？ 

定款につきましては、登記情報に会社情報の記載が

あるのでそれでも可能か？ 

（定款はかなりのページ数となるため） 

左記書類は全て必要です。 

定款は全て提出してください。 

 

８ 

仕様書 

3 スマホアプリ

の仕様 

「発注者は対象公園の基本データや所持する写真等

のデータ提供を行う。」とあることから、 

翻訳で使用するテキストは基本的に御提供いただけ

ると考えるが、何文字程度を想定されているか。 

テキスト作成は、受注者でお願いします。 

文字数は、各施設の説明等に必要な文字数としま

す。 

９ 

仕様書 

3 スマホアプリ

の仕様 

「ストアでダウンロードするネイティブアプリでは

なく」とあることから、インストールしない WEBアプリ

を想定されていると考えてよいか。 

合わせて「初回読取後はオフライン対応とする」とあ

るが、WEBアプリの容量制限があることから、オフライ

ン対応の対象はテキスト部分のみでよいか。 

インストールしない WEBアプリを想定しています。 

初回読み取り後は、テキストのみでなく、写真の表

示等の機能が問題なく利用できるようお願いしま

す。 



 

3 

 

10 

募集要項 

5 企画提案に係

る手続き 

提出方法は配達記録が残る宅急便の使用も認められ

るか。 

配達記録が残るものであれば宅急便も可能です。 

あらかじめ事務局に連絡の上、募集期間内に必着

でお願いします。 

11 

募集要項 

審査項目と配

点 

業務委託費の項目の評価の視点として「コストの縮

減性」とありますが、 

独自提案を追加した場合、追加部分を明示すること

で配慮いただけると考えて宜しいでしょうか。 

それともコストの縮減性が優先されるか。 

独自提案の追加は、「アプリの提案内容」で、コス

トは「業務委託費」でそれぞれ評価をします。 

最終的に合計点数での比較となりますので、各項

目での優先順位はありません。 

 


